
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[施行予定] 改正 育児・介護休業法 改正ポイント 公布日 令和 6 年 5月 31 日   

2024年 6 月号 Vol.32 

令和 6年の通常国会が終盤に差し掛かり、重要な法案が続々と成立していますね。その中で、先月 5月 24日、改正育児・

介護休業法等が成立し、5 月 31 日に官報に公布されました。今号では、公開された「育児・介護休業法、次世代育成対策推

進支法改正ポイントのご案内」 リーフレットを基に、育・介法の改正内容を紹介させていただきます。 

 

この法改正に伴い、就業規則（育児・介護休業規程）の改訂や新たに義務化される規定への対応が必要となりま

す。みなさま、早めの準備ができるよう、今後も最新情報をキャッチアップしてお伝えしていきます！ 

厚生労働省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました～令和 7年 4月

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じ

た柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表

義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のため

の仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずることが示されました。

施行期日は、基本的には、令和 7 年 4 月 1 日ですが、公布日から、数段階に

分けて施行されます。直近、令和 7 年４月１日施行に向け、社内制度として整

えていく事項は、大きく３つです。まずは、３点を押さえておきたいところです。 

①所定外労働の制限（残業免除）の対象を「小学校就学前の子を養育」する労

働者まで範囲を拡大。  

②子の看護休暇取得対象の拡充→対象となる子の範囲「小学校３年生まで」 

③介護離職防止のための個別周知意向確認、雇用環境整備等措置（義務化） 

 

【何が変わるの？制度整備として必要なことは何？】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実務確認事項] 

これって「給与」？ ～社内奨学金 編～ 
おかみさわ事務所の活動 

 

今月の日常の小さな幸せ♡ 

５月もよろしくお願いいたします！ おかみさわ社会保険労務士事務所  

【介護離職防止を考える管理職研修を行いました】 

「介護に直面し、やむなく離職を希望する社員に対して提示

する選択肢を会社として考えていきたい。相談者となる管理

職と認識共有をしたい」というご要望より、実施させていた 

 

我が家はみんな苺         が大好き！幸せを感じる食べも

の！この時期の楽しみは、観光農園 あぐり さんでのいちご

狩りです。今年も甘くておいしい苺を味わい、楽しませていた

だきました♪また、我が家の小さな庭では、昨年秋から育て

てきた苺の苗に実がなりました♪雪に負けず、寒さにも負け

ずここまで育った苺は、わが子のようで愛しいです    

従業員の方に対して、資格取得支援や修学支援を行う

場合、「従業員に貸与する社内奨学金」は「給与」となるの

か？ 

判断基準についてのご相談をいただくことがありました

ので、今号では、従業員のスキルアップ支援の一環とし

て、会社が指定する資格取得を希望する従業員に費用を

貸与する場合の取り扱いについて、人事労務担当者が押

さえておきたいポイントをぎゅっと絞ってお伝えします。 

 

Q.会社指定の資格取得を希望した従業員に対して会社が

貸与する奨学金は「給与（報酬）」となるか？課税対象か？

それとも、非課税として取り扱えるか？ 

 

〈ご質問のケースの社内貸与奨学金制度 前提〉 

・貸与、無利息。 

・従業員の資格取得後、一定期間、勤務することで、勤務

期間に応じた返済免除を実施（全部又は一部）。 

 

A.このケースは、所得税法第 9 条第 15 号で示されている

「学資金」（非課税）に該当。給与ではなく費用として処理

ができる。 

「学資に充てるため給付（又は金銭貸与）される学資金」

は、給与その他対価の性質を有するものを除き、非課税と

されているため。 

〈注意点〉 

・役員を除く。 

・従業員の家族対象外。 

貸与の場合は対象外。 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/1

5.htm 

 

だきました。福利厚生ではな

く人事戦略として捉えていく視

点を新たに得られた等、ご感

想をいただいております。 

6 月もよろしくお願いいたします！ おかみさわ社会保険労務士事務所  

研修をとおして、お伝えさせていただいた内容を現場で初

動対応をされる管理職の方々のサポート力につなげていた

だけたらたなによりです。ありがとうございました。 

【令和 6年度 あおもりフルール就任】 

青森県の女性の創業希望者を支援する創業サポータズ 

 
「あおもりフルール」に今年度

も任命されました。創業を考え

る女性のみなさんの力になれ

るよう努め、セミナーや交流会

を開催していきます！ 

 

ちなみに、上記、所得税法第 9 条で示されている「学資金」

は入学金や授業料を想定しています。学術の習得目的で使

われることが明確でなければなりません。 

また、一時金として支給する祝金等は、手当の性質性が

高いと判断され課税対象となることもあるようです。最終的

には、税務署等に確認を取られることをおすすめします。 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/15.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/15.htm

